
再生輸送業者

再生活用業者

ペレット等破砕・選別等
ペットボトル

（産業廃棄物）

スーパー等

店頭回収ボックス

ペットボトル

（産業廃棄物）
消費者 持ち込み

管理票交付等

が不要

別紙 栃木県再生利用指定制度のイメージ

特定製造業者

ペレット等破砕・選別等
ペットボトル

（有価物）
再生輸送業者

スーパー等

店頭回収ボックス

ペットボトル

（産業廃棄物）
消費者 持ち込み

管理票交付等

が不要

※廃プラスチック類の破砕施設であって処理能力が5t/日

を越える場合、産業廃棄物処理施設の設置許可が必要

※有価物は廃棄物処理法の適用外

※廃棄物処理法の適用範囲

業許可、管理票

交付等が不要

業許可、管理票

の交付等が不要

運搬業者 処理業者

業許可、管理票

の交付等が不要

県
申請に基づく指定等

（個別指定）

業務形態による一律指定

（一般指定）

廃棄物処理法の適用範囲

指定等の範囲


